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地域医療地域医療地域医療地域医療のののの確保確保確保確保についてについてについてについて    
    

 保健医療サービスに対する需要の拡大や多様化、医療技術の高度

化、更には、介護保険制度の導入を背景として、医師、看護師等の

保健医療サービス従事者の育成、確保が求められている中で、平成

24 年度の診療報酬改定は、救急・周産期医療の充実や病院勤務医の

負担軽減に一定の配慮がなされたものとなっておりますが、地方の

病院における医師確保、救急・周産期医療の窮状は、経営に伴う収

入の増加のみで解決できる状況にはなく、診療報酬と医療政策の両

面から総合的に対策を講じる必要があります。 

つきましては、採算の面から民間による提供が困難な救急医療、

へき地医療を担うなど、地域医療の確保に重要な役割を果たしてい

る公立病院等の運営に対する地方財政措置の更なる拡充等を図ると

ともに、保健医療サービス提供の根幹を担う人材の育成支援や総合

的な医療政策の推進のため、次のとおり提言します。 

 

 

１．公立病院等の運営に対する地方財政措置の拡充等 

  公立病院等の運営に配慮し、更なる地方財政措置の拡充を行う

とともに、診療報酬の改定においては、公立病院等の運営につい

て更なる評価の充実を図ること。 

 

２．「新医師確保総合対策」等に係る大学医学部の養成数増の恒久化

及び規制緩和 

  地域の医療を確保するためには医師の絶対数を増やすことが必

要であることから、「新医師確保総合対策」等により増員された大

学医学部における医師養成数を恒久的な措置とすること。 

また、国の「今後の医学部入学定員の在り方等に関する検討会」

では、既設医学部の入学定員の増と医学部の新設の議論がなされて

おり、これを踏まえた規制緩和など、医師不足道県に配慮した具体

的な対策を講じること。 

  さらに、こうした医師養成数の増に伴う施設整備や指導教員の

総務省     文部科学省     厚生労働省 

自治財政局       高等教育局         医政局 
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増に対する財政支援の拡充を図ること。 

 

３．地域で設定する奨学金制度に対する財政支援の拡充 

  地域で設定する奨学金制度に対する財政支援を更に拡充すること。 

 

４．医師の地域偏在解消に向けた実効性ある対策 

  地域における勤務医不足を解消するために、臨床研修後に医師

不足地域での診療を経験させるなど、医師の地域偏在の解消に向

けた実効性のある対策を講じること。 

 

５．特定診療科の医師不足の解消 

  診療科別の医師の不足数を明らかにし、その必要数を踏まえて、

特に深刻な状況にある産婦人科・小児科等の特定診療科の医師不

足を解消する施策を充実させること。 

 

６．総合医の制度化及び養成 

  地域医療を担う医師を育成する観点から、総合医の制度化及び

養成について必要な措置を講じること。 

 

７．臨床教育等における指導医の評価の充実 

  医師臨床研修の質の向上を図る観点から、診療報酬の加算など

臨床教育等における指導医の評価を充実すること。 

 

８．医師不足道県に配慮した臨床研修制度の運用 

  臨床研修制度については、臨床研修希望者数と募集定員の乖離

の解消を図り、都市部への研修医の集中が是正され、地方の医師

不足の解消につながるような定員配分を行うなど、現行制度の課

題等を検証の上、抜本的な見直しを行うこと。 

 

９．勤務医の就業環境の改善及び女性医師の離職防止・就業支援制

度に対する財政支援の拡充 

  医療クラークの導入など、勤務医の就業環境の改善を図るとと
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もに、女性医師の離職防止や就業支援を図る観点から、院内保育

の夜間延長に要する経費等に対して更なる支援の拡充を行うこと。 

 

10．医師不足地域における外国人医師の活用 

  臨床修練制度について、地方の医師不足対策に活用できるよう、

最大２年間とされている期間の更新を可能とするなどの弾力化を

図るとともに、臨床修練外国医師が一定の日本語能力を有する場

合は、臨床修練指導医の認定に必要な外国語要件を撤廃するなど

の規制緩和を実施すること。 

 

11．国における看護教員養成講習会の開催 

    平成 21 年度をもって廃止された旧厚生労働省研修研究センタ

ーにおける「看護教育育成講習会」（看護師・保健師・助産師養成

所教員専攻及び幹部看護教員養成課程）を国の責任において実施

すること。 

 

12．地域医療基本法（仮称）の制定による政策の推進 

  国民的合意に基づいた医療に係る基本理念・方針のもと、地方

の意見も反映した総合的、体系的な「地域医療基本法（仮称）」を

制定し、国・地方の役割分担や民間との連携による地域医療の確

保に取り組むとともに、地域医療の確保に要する予算の確保を図

ること。 
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農業者農業者農業者農業者がががが意欲意欲意欲意欲とととと希望希望希望希望をををを持持持持ってってってって営農営農営農営農にににに従事従事従事従事できるできるできるできる施策施策施策施策
のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化についてについてについてについて    
 

北海道・東北地方は、米の需給調整の必要性を理解し、生産数量

目標の達成に努めるとともに、麦・大豆等の生産振興などにより食

料自給率の向上を図り、今後とも、国民への食料の安定供給に最大

限貢献していく考えであります。 

平成 23 年度から本格実施されている農業者戸別所得補償制度は、

経営安定に対し一定のセーフティーネット機能を有しているものの、

米の需給調整については、依然として過剰作付の解消には至ってお

りません。 

一方、平成 23 年産米の品薄感から、ミニマムアクセスにより輸入

された外国産米や、政府備蓄米が主食用として注目され、市場での

流通量の増加により、米の需給調整の実効性に影響を及ぼす懸念が

あります。 

また、地域農業の担い手として、農業経営基盤強化促進法に基づ

く支援対象とされてきた認定農業者は、今後も地域農業を牽引して

いくことが期待されており、更なる規模拡大や経営の多角化に早急

に取り組む必要が生じています。 

 つきましては、当地方の農業者が、将来にわたり意欲と希望を持

って営農に従事できるよう、次のとおり提言します。 

 

 

１．農業者戸別所得補償制度の充実・強化と米の需給調整の的確な

実施について 

（１）農業者戸別所得補償制度については、地域の実情に即した戦

略作物の生産性向上への取組や、畑地で生産される作物を含め

た地域振興作物の生産を支援する産地資金を充実するなど、よ

り地域の裁量が発揮できる制度に改善した上で、安定した財源

を確保するとともに、法制化を含めて恒久的な制度とすること。 

（２）平成 25 年産米の生産数量目標の配分等に当たっては、需要実

績を基本に、これまでの配分実績について配慮するとともに、

農林水産省 

生産局、経営局 
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東日本大震災の被災県が不利とならない算定方法とすること。 

（３）ミニマムアクセス米及び政府備蓄米については、主食用米の

国内需給に影響を与えない対策を講ずること。 

 

２．認定農業者等に対する支援施策の充実・強化について 

（１）新たな施策として、策定と実践を推進している「人・農地プ

ラン（地域農業マスタープラン）」・「経営再開マスタープラン」

で地域の中心となる経営体に位置づけられた認定農業者は、更

なる規模拡大や経営の多角化に早急に取り組む必要があること

から、当該認定農業者を対象とした機械・施設等の整備への支

援策を講ずること。 

（２）新規就農者を対象とする青年就農給付金及び就農支援資金の

財源確保など新規就農の定着に向けた支援策を充実・強化する

こと。 

 


